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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　2016年11月14日に提出いたしました第26期第３四半期（自　2016年７月１日　至　2016年９月30日）に係る四半期報

告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

※　財務制限条項等

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ホットランド(E30898)

訂正四半期報告書

2/4



第一部【企業情報】

第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　財務制限条項等

　　（訂正前）

前連結会計年度（平成27年12月31日）

（1）　＜省略＞

（2）当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基

づく借入金残高等は次の通りです。

①コミットメントライン契約

コミットメントラインの総額 500,000千円

借入実行残高 200,000千円

未実行残高 300,000千円

 

　上記の契約については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つに抵触した

場合、当社は借入先からの貸付金利を引き上げられる義務を負っております。また、これらの条項の二

つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。

イ）各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年12月

期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直

近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当す

る金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

ロ）各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損失としないこ

と

（3）　＜省略＞

 

当第３四半期連結会計期間（平成28年９月30日）

(1）　＜省略＞

(2) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基

づく借入金残高等は次の通りです。

①コミットメントライン契約

コミットメントラインの総額 500,000千円

借入実行残高 300,000千円

未実行残高 200,000千円

 

　上記の契約については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つに抵触した

場合、当社は借入先からの貸付金利を引き上げられる義務を負っております。また、これらの条項の二

つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。

イ）各連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年12月

期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当する金額、又は直

近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75％に相当す

る金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

ロ）各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を２期連続して損失としないこ

と。

(3）　＜省略＞
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　　（訂正後）

前連結会計年度（平成27年12月31日）

（1）　＜省略＞

（2）当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基

づく借入金残高等は次の通りです。

①コミットメントライン契約

コミットメントラインの総額 500,000千円

借入実行残高 200,000千円

未実行残高 300,000千円

 

　上記の契約については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つに抵触した

場合、当社は借入先からの貸付金利を引き上げられる義務を負っております。また、これらの条項の二

つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。

イ）平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産

の部の合計額を、平成25年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度

決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

ロ）平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損

益の金額を０円以上に維持すること。

（3）　＜省略＞

 

当第３四半期連結会計期間（平成28年９月30日）

(1）　＜省略＞

(2) 当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基

づく借入金残高等は次の通りです。

①コミットメントライン契約

コミットメントラインの総額 500,000千円

借入実行残高 300,000千円

未実行残高 200,000千円

 

　上記の契約については、以下のとおり財務制限条項が付されており、これらの条項に一つに抵触した

場合、当社は借入先からの貸付金利を引き上げられる義務を負っております。また、これらの条項の二

つに抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。

イ）平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の貸借対照表において、純資産

の部の合計額を、平成25年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度

決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

ロ）平成26年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損

益の金額を０円以上に維持すること。

(3）　＜省略＞
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